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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 
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四 

六
十
一
年
十
月
組
合
員
一
人
を
不
当
解
雇
す
る
、 

千
葉
県
我
孫
子
市
東
我
孫
子
一
丁
目
一
番
二
号
豊
島
交
通
株
式
会
社
（
豊
島
良
枝
社
長
）
は
、
昭
和
五
十
九
年
三

月
、
同
社
従
業
員
が
労
働
組
合
を
結
成
し
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
に
、 

三 

同
年
九
月
組
合
員
一
人
を
不
当
解
雇
し
、 

等
多
く
の
不
当
労
働
行
為
を
繰
り
返
し
て
き
た
。 

一 

同
年
五
月
組
合
員
に
対
す
る
ダ
イ
ヤ
差
別
を
行
い
、 

事
件
は
そ
の
都
度
、
地
方
労
働
委
員
会
、
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
、
い
ず
れ
も
労
働
組
合
側
の
勝
利
に
終
わ
つ
て

い
る
。 

二 

同
年
八
月
「
つ
つ
も
た
せ
事
件
」
を
虚
構
し
、
組
合
委
員
長
、
書
記
長
を
そ
の
中
に
巻
き
込
ん
で
解
雇
し
、 

 
豊
島
交
通
株
式
会
社
の
不
当
経
営
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

し
か
る
に
、
経
営
者
側
は
、
そ
れ
ら
の
判
決
や
命
令
に
従
わ
ず
、
脱
法
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
経
営
者
側
の
一
連
の
行
為
は
正
常
な
労
使
関
係
を
破
壊
し
、
労
働
関
係
法
の
精
神
を
無
視
す
る
も
の

で
あ
り
、
ひ
い
て
は
安
全
と
親
切
を
旨
と
す
べ
き
交
通
事
業
の
信
頼
を
損
な
い
、
利
用
者
の
不
安
を
招
く
に
至
る

事
態
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

当
局
は
こ
の
事
実
を
知
つ
て
お
ら
れ
る
か
。 

こ
の
事
態
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
処
置
を
さ
れ
た
か
。 

右
質
問
す
る
。 


